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例  言 

 

 

１ 本書は、奈良県北葛城郡河合町大字川合・穴闇に所在する、国史跡「大塚山古墳群」の

保存活用計画書である。 

 

２ この保存活用計画は、河合町教育委員会が主体となり、令和 3 年度及び 4 年度の事業と

して、文化庁の国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金の交付を受け実施した。 

 

３ 計画策定にあたっては「河合町史跡大塚山古墳群整備検討委員会」を設置・開催し検討

を行うとともに、文化庁及び奈良県の指導を受けながら河合町教育委員会事務局が策定し

た。 

 

４ 計画策定の支援業務は株式会社アクセスに委託した。 

 

５ 本計画は、今後の史跡を取り巻く社会的環境等の変化により、再検討や修正の必要が生

じた場合には、適宜見直しを行うこととする。 
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